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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準

作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべ

きとの申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS C 6191:2019 は改

正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 
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日本産業規格          JIS 
 C 6191：0000 
 

波長可変光源試験方法 
Test methods of tuneable laser sources 

 
序文 

この規格は，2024 年に第 2 版として発行された IEC 62522 を基とし，旧規格との整合性確保のため，技

術的内容を変更して作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて，附属書 JC に示す。また，附属書 JA 及び附属書 JB は，対応国際規格にはない

事項である。 

幹線系光通信網においては，波長分割多重（WDM）光伝送システムの導入が進んでいる。WDM 用の光

周波数及び波長のグリッドに関しては，ITU-T の G.694 勧告群に記載がある。例えば，ITU-T の G.694.1
勧告の光周波数グリッドでは，チャンネル間隔は，12.5 GHz から 100 GHz 以上にまで多岐にわたってい

る。WDM 光伝送システムには，狭チャンネル間隔用のアレイ導波路回折格子（AWG），薄膜フィルタ形又

は回折格子形の合波器（MUX）及び分波器（DMUX）が組み入れられている。これらの部品の特性を計測

する際に主に用いる波長可変光源は，十分な校正に基づいた性能が要求される。その波長不確かさ，波長

設定の繰返し性，波長安定性及び出力光パワーの安定性が重要な性能である。 

波長可変光源（TLS）が一般に具備する特徴は，次のとおりである。 

a) 出力波長は，1 260 nm 以上から 1 675 nm 未満までの範囲にわたって連続的に可変である（出力光は，

光ファイバの基本 LP01 モードだけを励振するものが望ましい。）。 

b) 光ファイバコネクタの出力端子をもつ。 

スペクトル形状は単一縦モードであり，半値全幅（FWHM）は 0.1 nm 以下である。近接モードは，いず

れも，主モードよりも 20 dB 以上低い強度である。これらに該当するものは，例えば，分布帰還形半導体

レーザ（DFB-LD），外部共振器レーザなどである。 

注記 この規格では，a) で規定する出力波長のもののほか，光ファイバコネクタの出力端子をもつ，出

力波長 400 nm 以上，1 800 nm 以下の波長可変光源も対象としている。 
 

1 適用範囲 

この規格は，波長可変光源の波長及び出力光パワーについて事前校正した，光波長計（光周波数計を含

む。），光パワーメータなどの基準計測器による安定かつ再現性のある校正手順について規定する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 
IEC 62522:2024，Calibration of tuneable laser sources（MOD） 

なお，対応の程度を表す記号“MOD”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“修正している”こと
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を示す。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格のうちで，西暦年を付記してあるものは，記載の年の版を適用し，そ

の後の改正版（追補を含む。）は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は，その最新版（追補を含む。）

を適用する。 

JIS C 1002 電子測定器用語 

JIS C 6186 光ファイバ用光パワーメータ校正方法 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 61315，Calibration of fibre-optic power meters 

JIS C 6187-2 光波長計－第 2 部：校正方法 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 62129-2，Calibration of wavelength/optical frequency 

measurement instruments－Part 2: Michelson interferometer single wavelength meters 

JIS C 6802 レーザ製品の安全基準 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60825-1，Safety of laser products－Part 1: Equipment 

classification and requirements 

JIS C 6803 レーザ製品の安全－光ファイバ通信システムの安全 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60825-2，Safety of laser products－Part 2: Safety of optical 

fibre communication systems (OFCS) 

JIS C 6835 石英系シングルモード光ファイバ素線 
注記 対応国際規格における引用規格： IEC 60793-2-50，Optical fibres－ Part 2-50: Product 

specifications－Sectional specification for class B single-mode fibres 

JIS C 60068-2-6 環境試験方法－電気・電子－第 2-6 部：正弦波振動試験方法（試験記号：Fc） 

JIS C 60068-2-31 環境試験方法－電気・電子－第 2-31 部：落下試験及び転倒試験方法（試験記号：

Ec） 

JIS Z 8103 計測用語 

JIS Z 8120 光学用語 
ISO/IEC Guide 98-3:2008，Uncertainty of measurement－Part 3: Guide to the expression of uncertainty in 

measurement (GUM: 1995) 

3 用語，定義及び略語 

この規格で用いる用語，定義及び略語は，次によるほか，JIS C 1002，JIS Z 8103 及び JIS Z 8120 によ

る。 

3.1 用語及び定義 

3.1.1 
認定校正機関（accredited calibration laboratory） 

適切な国の機関の認定の下，国家標準へのトレーサビリティを保証する校正証明書を発行できる校正機

関 

3.1.2 
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調整（adjustment） 
ある測定量の値に対応するある指示値を表示するために，機器に対して行う一連の作業 

注釈 1 詳細は，ISO/IEC Guide 99:2007 の 3.11 を参照。 

（出典：IEC 60050-311:2001 の 311-03-16 を一部修正し，領域削除，定義で“測定器”を削除，及び注記

省略） 

3.1.3 
校正（calibration） 

測定器が指示した量の値と標準器が示す標準値との関係を，規定した条件の下で確定する一連の作業 

注釈 1 校正の結果によって，指示値に対する測定量の値の指定又は指示値に関する補正の決定が可能

になる。 

注釈 2 校正によって，影響量の効果のような他の計量特性を決定できることもある。 

注釈 3 校正の結果は，校正証明書又は校正報告書と呼ぶ文書で記録することもある。 

注釈 4 ISO/IEC Guide 99:2007 の 2.39 も参照。 

3.1.4 
校正条件（calibration conditions） 

校正を実施する際の測定の条件 

3.1.5 
参照条件における校正（calibration at reference conditions） 

参照条件における不確かさ評価を含む被校正光源の校正 

3.1.6 
動作条件における校正（calibration at operating conditions） 

動作条件における不確かさ評価を含む被校正光源の校正 

3.1.7 
信頼の水準（level of confidence） 

測定されたパラメータの真の値が，与えられた範囲内に存在する確率 

3.1.8 
包含係数，k（coverage factor） 

標準不確かさ u から拡張不確かさ U の算出に用いる係数 

3.1.9 
光パワー偏差，DP（optical power deviation） 

被校正光源の光パワー設定値 PTLS と参照光パワーメータで測定された参照光パワーPmeas との差 
 

meas

measTLS

P
PP

DP


  

注釈 1 パワーP は，線形単位，例えば，ワット（W）で表記する。 

注釈 2 この偏差は相対値であり，単位をもたない［パーセント（%）で表してもよい。］。 

3.1.10 
動作条件（operating conditions） 
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測定器の不確かさを規定するための，通常，参照条件よりも範囲が広い，影響量の範囲を規定したもの 

注釈 1 動作条件及び動作条件下の不確かさは，通常，製造業者が使用者の便宜のために規定する。 

3.1.11 
参照条件（reference conditions） 

測定器の性能試験のため又は測定結果の相互比較のために用いる条件 

注釈 1 参照条件は，一般に，測定器に影響を及ぼす影響量の基準値又は基準範囲を含む。 

3.1.12 
サイドモード抑圧比，SMSR（side-mode suppression ratio，SMSR） 

DFB-LD などの単一縦モードレーザにおける，主モードスペクトルと最大サイドモードスペクトルのピ

ーク光パワーとの比 

注釈 1 サイドモード抑圧比は，通常，デシベル（dB）で表記する。 

3.1.13 
波長（wavelength） 

光源の（真空中の）波長 

3.1.14 
波長偏差，Dλ（wavelength deviation） 

被校正光源の波長設定値 λTLS と，測定された波長 λmeas との差 
 

measTLS  D  

注釈 1 単位は，ナノメートル（nm）又はマイクロメートル（μm）で表記する。 

3.2 略語 

APC 斜め研磨（angled physical contact） 

AWG アレイ導波路回折格子（arrayed waveguide grating） 

DFB-LD 分布帰還形半導体レーザ（distributed feedback laser diode） 

DMUX 分波器（demultiplexers） 

FWHM 半値全幅（full-width/half-maximum） 

MUX 合波器（multiplexers） 

O/E 光－電気的（optical-electrical） 

OSA 光スペクトラムアナライザ（optical spectrum analyzer） 

RIN 相対雑音強度（relative intensity noise） 

SMSR サイドモード抑圧比（side-mode suppression ratio） 

TLS 波長可変光源（tuneable laser source） 

WDM 波長分割多重（wavelength-division multiplexing） 
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4 校正の準備 

4.1 組織 

校正機関は，校正に適した要求事項に従うことを確実にすることが望ましい。 

注記 校正のための優れた実践に関する指針は，JIS Q 17025 に記載がある。 

実施する各種の校正作業を順を追って指示したもの，及び用いる装置について，測定手順書として文書

化することが望ましい。 

4.2 トレーサビリティ 

校正機関は，適切な要求事項に従うことを確実にすることが望ましい。 

注記 校正のための優れた実践に関する指針は，JIS Q 17025 に記載がある。 

校正手順で用いる全ての標準器は，国立標準機関又は認定校正機関に対するトレーサビリティを確保し

たうえで，手順書によって校正する。 

校正手順の階層ごとに複数の標準器を維持することで，標準器の性能を階層ごとに比較検証できるよう

にすることが望ましい。校正結果に重大な影響を及ぼすその他全ての校正装置が，全て校正済みであるこ

とを確認する。 

4.3 準備 

環境条件は，校正で要求される不確かさレベルに見合ったものとする。 

a) 校正は，清浄な環境で行う。 

b) 温度モニタ及び温度制御を行う。 

c) 全てのレーザ光源の操作は，安全に配慮する（JIS C 6802 及び JIS C 6803 に基づく。）。 

d) 波長可変光源の出力は，縦モードの構造を解像するために十分な分解能をもつ光スペクトラムアナラ

イザ（OSA）によって単一縦モード動作であるかを確認することが望ましい。 

推奨温度は，23 ℃（例えば，23 ℃±2 ℃）である。試験に先立ち，校正機器が周囲環境で平衡状態に

なるまでに十分な時間（2 時間を推奨）を要する。波長可変光源のウォームアップ時間については，製造

業者の手引に従う。 

4.4 校正における参照条件 

校正における参照条件には，通常，日付，温度，相対湿度，大気圧，表示光パワー，表示波長，光ファ

イバ種類，コネクタとアダプタとの組合せ，スペクトル幅及びスペクトル分解能の設定，並びに必要に応

じてこれらの許容幅を含む。特に指定がない限り，JIS C 6835 に規定するカテゴリ B1.1 又は B1.3 の長さ

2 m 以上のシングルモード光ファイバピッグテールを用いる。全ての校正は，後方反射が無視できる状況

で行うことが望ましい。したがって，可能な限り斜め研磨（APC）コネクタ又は光アイソレータを使用す

ることが望ましい。 

製造業者の仕様及び操作手順に従い，波長可変光源を操作する。実用的には，被校正波長可変光源の実

際の現場での動作条件を模擬するような校正条件，及びパラメータの範囲を選択する。製造業者の操作手

順書の規定に沿って，波長可変光源の確度を最適化できるパラメータを選ぶ。 
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箇条 7 に規定するとおり，これらの条件を文書化する。 

注記 校正結果は，校正作業で用いた校正条件においてだけ有効である。 

5 波長校正 

5.1 概要 

被校正光源の波長の不確かさを構成する要因を，次に示す。 

a) 被校正光源を参照条件で校正した際の不確かさ。参照条件内での温度依存性，及び時間依存性を含む。 

b) より広い動作条件で校正した際に，光パワー依存性，温度依存性，及び時間依存性に起因する不確か

さ 

不確かさ要因の一覧を，表 1 にまとめる。 

表 1－波長校正の不確かさ要因 

不確かさの要因 要因の種類 記号 
繰返し性 測定 Sλ_ j 
温度 環境 ,_ ju   
安定性 被校正光源 tju ,_  
波長分解能 参照光波長計 res,_ ju   
波長計校正 参照光波長計 jWMu __  
光パワー 被校正光源 Pju ,_  

 

5.2 に記載の，参照条件における離散波長の波長校正は，必須である。5.3 に記載の，動作条件における

校正は，任意である。 

5.2 参照条件における波長校正 

5.2.1 測定系の構成 

波長校正の測定系を図 1 に示す。校正は，与えられた参照条件の下で行われる。 
 

 

図 1－波長校正の測定系 
 

5.2.2 校正装置 

校正には光波長計を使用する。光波長計は，JIS C 6187-2 によって校正しなければならない。 

5.2.3 波長校正手順 

波長校正は，次の手順で行う。 

a) 図 1 に示した測定系で，光源波長の設定値を jTLS ，測定値を ji ,meas とする。波長測定の不確かさは，

波長可変光源（TLS）の波長設定の繰返し性及びヒステリシスを考慮する。ヒステリシスは，設定波
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長に短波長側から設定されたとき，及び長波長側から設定されたときの，測定波長の偏差と定義する。 

b) 波長測定を 10（m）回繰り返すことを推奨する。各測定に先立ち，波長可変光源の設定が jTLS である

ことを確認する。波長は，短波長側，長波長側の双方から近づけて目標波長（j）に設定することが望

ましい。 

c) 測定波長の平均値 jmeas の算出は，次の式(1)による。 
 





m

i
jij m 1

,measmeas
1   ··································································· (1) 

ここで， m： 測定回数 
 

それぞれの λmeas i,j は，光波長計上で平均化処理された表示値である。 

d) 波長偏差 Dλ_ j の算出は，次の式(2)による。 
 

jjjD measTLS_    ··································································· (2) 

ここで， λTLS j： 波長可変光源の設定波長 
 

e) m 回の測定結果 から算出される λj の標準偏差 sλ_ j は，次の式(3)による。 
 

2
1

1

2
meas,meas_ )(

1
1















 



m

i
jjij m

s   ················································ (3) 

 

f) 波長設定の繰返し性 Srep, λ_ j の算出は，次の式(4)による。 
 

jj sS __,rep 2    ········································································ (4) 
 

注記 式(4)では，標準的な信頼の水準 95 %を使用している。 

校正する全ての波長において，この手順を実施しなければならない。レンジ内の最短波長，中心波長，

及び最長波長を含む，最低 10 点の波長又は 10 nm ごとに測定を行う。 

5.2.4 各種条件依存性 

5.2.4.1 温度依存性（既知の場合は任意） 

5.2.4.1.1 測定系の構成 

温度依存性の測定系を，図 2 に示す。この校正は，温度条件以外は参照条件の下で行われる。 
 

 
図 2－温度依存性の測定系 

meas i, jλ
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5.2.4.1.2 校正装置 

校正装置は，次による。 

a) 温度による波長可変光源の波長偏差を検出できる光波長計。 

b) 恒温槽 恒温槽内部の温度分布が，測定結果に影響を与えない恒温槽を使用する。 

5.2.4.1.3 温度依存性測定のための校正手順 

校正は，次の手順で行う。 

a) 図 2 の測定系について，波長可変光源の公称波長(j)を参照条件の下，光パワー jP TLS において ref,j を

測定する。このとき，対象となる波長は，温度変動に対して最大の変化をもつことが望ましい。そう

でない場合は，幾つかの出力波長で評価する。 

b) i 番目の温度における，波長可変光源の波長 ij _, を測定する。各温度設定における波長の読み値を平

均して ij _, を決定することが望ましい。 

c) 波長偏差の算出は，次の式(5)による。 
ref,_,_,_ jijijD     ······························································· (5) 

 

d) m 点の異なる温度 i に設定し，機器が温度勾配をもたないように十分な時間をおいてから，b)及び c)
の操作を繰り返す。 

e) 波長偏差の最大値   mi

iijD


 1_,_max  及び最小値   mi

iijD


 1_,_min  を計算する。 

f) 波長の温度依存性による標準不確かさ ,_ ju は，く（矩）形分布と仮定して，次の式(6)によって算出

する。 

    



 









mi

iij
mi

iijj DDu
1_,_1_,_,_ minmax

32
1

  ···························· (6) 

ここで， ΔΘ： 温度変動 
 

この試験中，波長を光波長計でモニタすることを推奨する。 

5.2.4.2 波長安定性 

5.2.4.2.1 測定系の構成 

波長安定性の測定系を図 3 に示す。この校正は，時間条件以外は参照条件の下で行われる。 
 

 
図 3－波長安定性の測定系 

 

5.2.4.2.2 校正装置 
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光波長計は，TLS の波長のゆらぎを検出できるものの使用を推奨する。 

5.2.4.2.3 波長安定性測定のための校正手順 

校正は，次の手順で行う。 

a) 時間範囲 Δt は，例えば，10 分間とし，参照光波長計で 10 回以上，繰返し測定可能な長さとする（例

では，10 分間の安定性を測定することになる。）。 

b) 波長は，タイムスタンプとともに連続的に取得することが望ましい。 

c) 時間範囲ごとに，m 回（10 回以上）の測定を関連付け，規定の時間範囲 Δt に正確に適合しているこ

とを確認する。 

d) 時間範囲 Δt に対する m 回の波長測定の標準偏差を，次の式(7)によって計算する。 
 

2
1

1

2

1
_,_,,_ )1(

1
1















  

 


m

i

m

i
itjitjtj mm

u   ·········································· (7) 

 

e) 最低 1 回は，波長可変光源の波長安定性を評価する。この場合，波長安定性の不確かさは，次の式(8)
による。 

tjtj uS   ,_,_,stab 2   ··································································· (8) 

注記 式(8)では，標準的な信頼の水準 95 %を使用している。 

光源の波長は，連続的に 10 回以上（m 回）測定することが望ましく，毎分数回以上の測定を推奨する。

繰返し測定の間隔は，光波長計の応答時間よりも十分に長くすることが望ましい。取得したデータから走

査サンプリングして，幾つかの時間間隔について安定性を計算し，最大値を報告することが望ましい。 

5.2.5 参照条件における不確かさ 

参照条件における，被校正光源の校正波長の不確かさは，次の式(9)による。 
 

2
1

2
__

2
res,_

2
,_

2
,_

2
_

ref,_ 












  jWMjtjj

j
j uuuu

m

s
u 


  ····················· (9) 

ここで， ,_ ju  ： 参照条件における温度依存性に起因する不確かさ 
 tju ,_ ： 参照条件における波長安定性に起因する不確かさ 
 res,_ ju  ： 光波長計の波長分解能に起因する不確かさ 

 32/res,_ jj du    
  ここで，  jd ： 光波長計の波長分解能 
 jWMu __

： 波長（j）における，証明書に記載の，光波長計の不確かさ 
 

参照条件における，被校正光源の波長校正の拡張不確かさ ref,_ jU  は，包含係数 k を用いて，次の式(10)
によって算出する。 𝑈ఒ_௝,ref = 𝑘𝑢ఒ_௝,ref ······································································ (10) 

ここで， k： A.5 に記載の，適切な信頼の水準に対応する包含係数 
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不確かさに関する情報は，附属書 A 及び附属書 C を参照。 

校正結果に基づいて機器の調整を行う場合，調整後は，再度校正を行い，補正が正しいかを検証するこ

とを推奨する。 

5.3 動作条件における波長校正 

5.3.1 一般事項 

被校正光源を，参照条件の範囲外で使用する場合は，別途必要な校正を行う。 

動作条件における個々の波長不確かさの要因を，次に示す。 

a) 光パワー依存性 

b) 温度依存性 

c) 波長安定性 

5.3.2 光パワー依存性 

5.3.2.1 一般事項 

光パワー依存性の校正系を，図 4 に示す。この校正は，光パワー条件以外は，参照条件の下で行うこと

が望ましい。この校正は，光パワー校正（6.2.3）を実施してから行わなければならない。 
 

 

 

図 4－光パワー依存性の測定 

 

5.3.2.2 校正装置 

光波長計は，IEC 62129-2 によって校正しなければならない。 

5.3.2.3 光パワー依存性の校正手順 

校正は，次の手順で行う。 

a) 規定する光パワー範囲の上限及び下限を含む m 点の光源光パワー jiP ,TLS において，波長（j）を測定す

る。これらの隣接するレベル間の間隔は，10 dB よりも小さいことが望ましい。 

b) 図 4 の測定系について，被校正光源の設定波長を ji,TLS とし，光波長計の読み値を jiP ,_ とする。 

c) m 点全ての光源光パワー jiP ,TLS について，波長の測定値 jiP ,_ を記録する。 

d) 波長可変光源の波長（j）の光パワー依存性に起因する標準不確かさは，次の式(11)によって算出する。 
 

2
1

1

2

1
,_,_,_ )1(

1
1















  

 

m

i

m

i
jiPjiPPj mm

u   ······································· (11) 
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5.3.3 動作条件における不確かさ 

任意の動作条件における，被校正光源の波長校正の不確かさは，次の式(12)による。 
 

  2
1

2
__

2
res,_

2
,_

2
,_

2
,_

2
_op,_ jWMjtjjPjjj uuuuusu     ········· (12) 

ここで， Pju ,_ ： 動作条件における光パワー依存性に起因する不確かさ 
 ,_ ju ： 動作条件における温度依存性に起因する不確かさ 
 tju ,_ ： 動作条件における波長安定性に起因する不確かさ 
 res,_ ju ： 光波長計の波長分解能に起因する不確かさ 
   32/res,_ jj du    

ここで，  jd ： 光波長計の波長分解能 
 jWMu __ ： 波長（j）における，証明書に記載の，波長計の不確かさ 

 

全ての動作条件における，被校正光源の波長（j）の拡張不確かさ op,_ jU  は，包含係数 k を用いて，次の

式(13)によって算出する。 𝑈ఒ_௝,op = 𝑘𝑢ఒ_௝,op ······································································· (13) 
ここで， k： A.5 に記載の，適切な信頼の水準に対応する包含係数 

 

5.4 その他の試験 
5.2.5 及び 5.3.3 によって算出した波長校正の不確かさから確度を算出する手順は，附属書 JA による。

強度試験の手順は，附属書 JB による。 

6 光パワー校正 

6.1 概要 

被校正光源の光パワーを決める上での不確かさ要因を，次に示す。 

a) 被校正光源を参照条件で校正した際の不確かさ。参照条件内での温度依存性，安定性，及び接続の繰

返し性（再現性）を含む。 

b) より広い動作条件で校正した際に，波長依存性，温度依存性，安定性，及び接続の繰返し性（再現性）

に起因する不確かさ 

不確かさ要因の一覧を，表 1 にまとめる。 

表 2－光パワー校正の不確かさ要因 

不確かさの要因 要因の種類 記号 
繰返し性 測定 𝑆஽_௉_௝ 
温度 環境 ,__ jPDu  
安定性 被校正光源 tjPDu ,__  
接続繰返し性（再現性） 被校正光源 con,__ jPDu  
光パワー分解能 参照光パワーメータ res,__ jPDu  
光パワーメータ校正 参照光パワーメータ jPPMu __  
波長 被校正光源 ,__ jPDu  
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6.2 に記載の，参照条件における光パワー校正は必須である。6.3 に記載の，動作条件における校正は任

意である。 

6.2 参照条件における光パワー校正 

6.2.1 測定系の構成 

光パワー校正の測定系を，図 5 に示す。校正は，与えられた参照条件の下で行われる。 
 

 

図 5－光パワー校正の測定 
 

注記 可干渉性の高いレーザ光源の光パワーを校正する場合は，光ファイバコネクタ端面，及び光パワ

ーメータからの反射に起因する干渉効果によって問題が生じることがある。斜め研磨コネクタ若

しくはインライン光アイソレータを使用する，又はレーザ光源に干渉制御機能が備わっている場

合は，これを使用することで，干渉効果を受容可能なレベルにまで低減可能となる場合がある。 

光パワーの校正は，光ファイバケーブルの終端における測定に基づくので，挿入損失を伴うことがある。

光ファイバケーブルに関する校正条件，例えば，光ファイバ長，光コネクタの種類，及びインライン光ア

イソレータの有無について，報告することが望ましい。 

6.2.2 校正装置 

光パワーメータは，JIS C 6186 によって校正する。 

6.2.3 参照条件における光パワー校正の手順 

校正は，次の手順で行う。 

a) 被校正光源及び光パワーメータを，光ファイバで接続する。 

b) 被校正光源及び光パワーメータの波長を，規定の波長に設定する。 

c) 被校正光源の出力光パワーを PTLS, j に設定する。光パワーメータ測定の不確かさには，波長可変光源

の設定の繰返し性及びヒステリシスを考慮する。ヒステリシスは，規定の光パワーに低パワー側及び

高パワー側から設定した際の偏差と定義する。 

d) 光パワーメータでの測定値を読み取る。 

e) c)及び d)の操作を，10 回（m 回）繰り返すことを推奨する。各測定に先立ち，波長可変光源の設定が

PTLS, j であることを確認する。設定光パワーは，低パワー側及び高パワー側の双方から近づけて設定す

ることが望ましい。 

ji

jij
jiP P

PP
D

,meas

,measTLS
,_


  ······························································· (14) 

ここで， PTLS j： 波長可変光源の設定光パワー 
 

それぞれの Pmeas_i,j は，光パワーメータ上で平均化処理された表示値である。 
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光パワー偏差 DP_ j の算出は，次の式(15)による。 
 





m

i
jiPjP D

m
D

1
,__

1  ··································································· (15) 

ここで， m： 測定回数 
 

f) DP_ j の標準偏差は，m 回の光パワー測定結果 Pmeas i, j から，次の式(16)で求める。 
 

2
1

1

2
_,___ )(

1
1















 



m

i
jPjiPjPD DD

m
s  ············································· (16) 

 

g) 光パワー設定の繰返し性 jPDS __,rep は，次の式(17)で求める。 
 

jPDjPD sS ____,rep 2  ································································ (17) 
 

注記 式(17)では，標準的な信頼の水準 95 %を使用している。 

不確かさの算出［6.2.3 の a)～g)］は，校正光パワーごとに行うことが望ましい。 

6.2.4 各種条件依存性 

6.2.4.1 温度依存性（既知の場合は任意） 

6.2.4.1.1 測定系の構成 

温度依存性の測定系を，図 6 に示す。この校正は，温度条件以外は参照条件の下で行う。 
 

 

図 6－温度依存性の測定系 
 

6.2.4.1.2 校正装置 

校正装置は，次のとおりである。 

a) 光パワーメータ 波長可変光源の光パワーの温度依存偏差を検出できる光パワーメータ。 

b) 恒温槽 恒温槽内部の温度分布が，測定結果に影響を与えないことを確認する。 

6.2.4.1.3 温度依存性測定のための校正手順 

校正は，次の手順で行う。 

a) 図 6 の測定系について，被校正光源の名目光パワー ref,jP を参照条件の下，波長 jTLS で測定する。こ

のとき，光パワーは，温度変動に対して最大の変化をするレベルであることが望ましい。そうでない
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場合は，幾つかの出力光パワーで評価する。 

b) i 番目の温度における，波長可変光源の光パワー ijP _, を測定する。各温度設定における光パワーの読

み値を平均して ijP _, を決定することが望ましい。 

c) 光パワーの相対偏差の算出は，次の式(18)による。 

ref,

ref,_,
_,_

j

jij
ijP P

PP
D


 

  ······························································ (18) 

 

d) m 点の異なる温度 i に設定し，機器が温度勾配をもたないように十分な時間をおいてから，b)及び c)
の操作を繰り返す。 

e) 光パワー偏差の最大値   mi

iijPD


 1_,_max 及び最小値   mi

iijPD


 1_,_min を計算する。 

f) 光パワーの温度依存性による標準不確かさ ,_ jPu は，く（矩）形分布を仮定して，次の式(19)によって

算出する。 

    



 









mi

iijP
mi

iijPjPD DDu
1_,_1_,_,__ minmax

32
1

 ······················· (19) 

ここで， ΔΘ： 温度変動 
 

この試験中，光パワーを光パワーメータでモニタすることを推奨する。 

6.2.4.2 光パワー安定性 

6.2.4.2.1 測定系の構成 

光パワー安定性の測定系を，図 7 に示す。この校正は，時間条件以外は参照条件の下で行われる。 
 

 

図 7－光パワー安定性の測定系 
 

6.2.4.2.2 校正装置 

波長可変光源の光パワー変動を検出できる光パワーメータの使用を推奨する。 

6.2.4.2.3 光パワー安定性測定のための校正手順 

校正は，次の手順で行う。 

a) 時間範囲 Δt は，例えば，10 分間とし，参照光パワーメータで 10 回以上，繰返し測定可能な長さとす

る（例では，10 分間の安定性を測定することになる。）。 

b) 光パワーは，タイムスタンプとともに連続的に取得することが望ましい。 

c) 時間範囲ごとに，m 回（10 回以上）の測定を関連付け，規定の時間範囲 Δt に正確に適合しているこ

とを確認する。 

d) 時間範囲 Δt に対応する m 回の測定の標準偏差を，次の式(20)によって算出する。 
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 ················· (20) 

e) 最低 1 回は，波長可変光源の光パワー安定性を評価する。この場合，光パワー安定性の不確かさは，

次の式(21)による。 
tjPDtjPD uS   ,__,__,stab 2  ··························································· (21) 

 

注記 式(21)では，標準的な信頼の水準 95 %を使用している。 

連続取得したデータから走査サンプリングして，幾つかの時間間隔について安定性を計算し，最大値を

報告することが望ましい。 

光源の光パワーは連続して 10 回以上（m 回）測定することが望ましく，毎分数回以上の測定を推奨す

る。繰返し測定の間隔は，光パワーメータの応答時間よりも十分に長くすることが望ましい。 

6.2.4.3 接続繰返し性（再現性） 

6.2.4.3.1 測定系の構成 

接続繰返し性（再現性）の測定系を，図 8 に示す。この校正は，参照条件の下で行われる。 
 

 

 

 

図 8－接続繰返し性（再現性）の測定系 
 

 

6.2.4.3.2 校正装置 

光パワーメータは，JIS C 6186 によって校正する。 

6.2.4.3.3 接続繰返し性（再現性）測定のための校正手順 

校正は，次の手順で行う。 

a) 図 8 の測定系について，被校正光源と光パワーメータとを光ファイバで接続する。 

b) 光パワーメータの測定値 ijP con_, を読み取る。 

c) 光ファイバを被校正光源から取り外し，再度，被校正光源に接続する。 

d) b)及び c)の操作を m 回繰り返す。 

e) 被校正光源の光パワーの接続繰返し性（再現性）に起因する不確かさは，次の式(22)によって算出す

る。 
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6.2.5 参照条件における不確かさ 

参照条件における，被校正光源の光パワー校正の不確かさは，次の式(23)による。 
 

2
1

2
__

2
res,__

2
con,__

2
,__

2
,__

2
__

ref,__ 












  jPPMjPDjPDtjPDjPD

jPD
jPD uuuuu

m

s
u  ····················· (23) 

ここで， ,__ jPDu ： 参照条件における温度依存性に起因する不確かさ 
 tjPDu ,__ ： 参照条件における光パワー安定性に起因する不確かさ 
 con,__ jPDu ： 参照条件における接続繰返し性（再現性）に起因する不

確かさ 
 res,__ jPDu ： 光パワーメータの光パワー分解能に起因する不確かさ 
   32/)/( ,TLS,TLSres,__ jjjPD PdPu   

ここで， jdP ,TLS ： 光パワーメータの光パワー分解能 
 jPPMu __ ： 光パワー jP における，証明書に記載の，光パワーメータ

の不確かさ 
 

参照条件における，被校正光源の光パワー校正の拡張不確かさ ref,__ jPDU は，包含係数 k を用いて，次の

式(24)によって算出する。 𝑈஽_௉_௝,ref = 𝑘𝑢஽_௉_௝,ref ································································· (24) 
ここで， k： A.5 に記載の，適切な信頼の水準に対応する包含係数 

 

不確かさに関する情報は，附属書 A による。 

校正結果に基づいて機器の調整を行う場合，調整後は，再度校正を行い，補正が正しいかを検証するこ

とを推奨する。 

6.3 動作条件における光パワー校正 

6.3.1 概要 

被校正光源を，参照条件の範囲外で使用する場合は，別途必要な校正を行う。 

動作条件における光パワー校正の不確かさ要因を，次に示す。 

a) 波長依存性 

b) 温度依存性 

c) 光パワー安定性 

d) 接続繰返し性（再現性） 

6.3.2 波長依存性 

6.3.2.1 測定系の構成 

波長依存性の測定系を，図 9 に示す。波長条件以外の測定は，参照条件で行うことが望ましい。この測

定は，波長校正（5.2.3）を実施してから行わなければならない。 
 



17 
C 6191：0000  

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

 

図 9－波長依存性の測 
 

6.3.2.2 校正装置 

校正装置は，次のとおりである。光パワーメータは，JIS C 6186 に従って校正することが望ましい。 

6.3.2.3 波長依存性測定のための校正手順 

校正は，次の手順で行う。 

a) 仕様に規定する波長範囲の上限及び下限を含む m 点の光源波長（5 点以上） ji,TLS において，光パワ

ーを測定する。 

b) 図 9の測定系について，被校正光源の光パワーを jiP ,TLS とし，光パワーメータの読み値を jiP ,_ とする。 

c) 光パワーメータの波長を，規定の校正波長に設定する。 

d) 全ての m 波長点における波長設定 ji,TLS について，光パワーの測定値 jiP ,_ を記録する。 

e) 被校正光源の光パワーの波長依存性に起因する標準不確かさは，次の式(25)によって算出する。 
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6.3.3 動作条件における不確かさ 

任意の動作条件における，被校正光源の光パワー校正の不確かさは，次の式(26)による。 
 

 2
1

2
__

2
res,__

2
con,__

2
,__

2
,__

2
,__

2
__op,__ jPPMjPDjPDtjPDjPDjPDjPDjPD uuuuuusu    ·········· (26) 

ここで， ,__ jPDu ： 動作条件における波長依存性に起因する不確かさ 
 ,__ jPDu ： 動作条件における温度依存性に起因する不確かさ 
 tjPDu ,__ ： 動作条件における光パワー安定性に起因する不確かさ 
 con,__ jPDu ： 動作条件における接続繰返し性（再現性）に起因する不

確かさ 
 res,__ jPDu ： 光パワーメータの光パワー分解能に起因する不確かさ 
   32/)/( ,TLS,TLSres,__ jjjPD PdPu   

ここで， jdP ,TLS ： 光パワーメータの光パワー分解能 
 jPPMu __ ： 光パワー jP における，証明書に記載の，光パワーメー

タの不確かさ 
 

全ての動作条件における，被校正光源の光パワー校正の拡張不確かさ op,__ jPDU は，包含係数 k を用いて，

次の式(27)によって算出する。 𝑈஽_௉_௝,op = 𝑘𝑢஽_௉_௝,op ·································································· (27) 
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ここで， k： A.5 に記載の，適切な信頼の水準に対応する包含係数 
 

6.4 その他の試験 
6.2.5 及び 6.3.3 によって算出した光パワー校正の不確かさから確度を算出する手順は，附属書 JA によ

る。強度試験の手順は，附属書 JB による。 

7 文書化 

7.1 校正データ及び不確かさ 

この規格への適合を表明する校正証明書には，次のデータ及びそれらの不確かさを記載する。また，そ

れらの不確かさには，当該標準不確かさに k を乗じることによって推定信頼区間の形で記載しなければな

らない。 

注記 1 不確かさの情報については附属書 A を，信頼の水準及び包含係数の詳細については A.5 を参

照。 

a) 真空中の波長偏差 Dλ_ j 及びその不確かさ kuλ_ j,ref［例えば，単位は，ナノメートル（nm）］。箇条 5 での

詳細な要求事項を参照。 

b) 光パワー偏差 DP_ j 及びその不確かさ kuD_P_j,ref［例えば，単位は，パーセント（%）又はデシベル（dB）］。
箇条 6 での詳細な要求事項を参照。 

注記 2 文書に他の試験を追記可能である。詳細は，附属書 B を参照。 

7.2 校正条件 

校正方法及び測定結果の取得方法を記載する。校正条件を報告しなければならない。最も重要なパラメ

ータは，校正日，表示出力光パワー，表示波長，温度，湿度及び大気圧である。 

注記 校正結果は，校正作業で用いた校正条件においてだけ有効である。 
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附属書 A 
（規定） 

測定不確かさ算出の数学的根拠 
 

A.1 概要 

この附属書は，測定における不確かさの評価，合成及び報告について簡潔に記載する。これは，ISO/IEC 
Guide 98-3（GUM）の“計測における不確かさの表現のガイド”に基づく。 追加情報については，この附

属書と併せて ISO/IEC Guide 98-3（GUM）を参照しなければならない。 

この規格では，測定の不確かさの評価方法を二つのタイプに区別している。タイプ A は，同じ測定に対

する一連の繰返し測定を統計的に分析し，不確かさを評価する方法である。タイプ B は，他の知識に基づ

いて，不確かさを評価する方法である。 
 

A.2 タイプ A 評価の不確かさ 

タイプ A 評価の標準不確かさは，同じ測定条件の下で，個別の独立した測定の場合に適用可能である。 

量 X について，n 回の独立な測定で得た Xk に対しての算術平均は，式(A.1)で算出する。 
 





n

k
kX

n
X

1

1  ········································································· (A.1) 

 

この平均は，その量の推定値とされる。つまり， Xx  とする。測定に基づいて実験の標準偏差は，式

(A.2)で算出する。 

   
2/1

1

2

1
1















 



n

k
k XX

n
Xs  ····················································· (A.2) 

ここで， X ： 測定値の算術平均 
 Xk： 一連の測定の測定サンプル 
 n： 測定の回数。例えば，n≧10 のような大きな数字を想定する。 

 

推定値を x とするとき，タイプ A の標準不確かさ utypeA(x)は，式(A.3)で算出し，実験の平均値における

標準偏差で表す。 

     
n
XsXsxu typeA  ······························································ (A.3) 

 

A.3 タイプ B 評価の不確かさ 

タイプ B 評価の標準不確かさは，一連の測定の統計的な分析以外によって不確かさを評価する方法であ
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る。ここでは，数値の変動に関して得られるあらゆる情報に基づいた科学的な判断によって評価する。 

量 X の推定値 x が，製造業者の仕様，校正証明書，ハンドブック又は他の情報源から得られ，その引用

した不確かさ U(x)が，標準偏差の k 倍である場合，標準不確かさ u(x)は，単に，式(A.4)となる。 
 

   
k
xUxu   ············································································ (A.4) 

量 X について，上限値 Xmax 及び下限値 Xmin だけが評価できる場合（例えば，製造業者の仕様，温度範

囲），く（矩）形の確率分布を仮定して，推定値 x は，式(A.5)で算出する。 
 

 minmax2
1 XXx   ·································································· (A.5) 

 

標準不確かさは，式(A.6)で算出する。 
 

   minmax32
1 XXxu   ··························································· (A.6) 

 

入力推定値 x の標準的不確かさが要因となって生じる，出力推定値 y の標準不確かさへの寄与は，式(A.7)
となる。 

   xucyu   ········································································· (A.7) 
 

ここで，c は，入力推定値 x に関連付けられる感度係数であって，これは，モデル関数 y(x)の入力推定値

x に関する偏導関数である。 
 

x
yc



  ·················································································· (A.8) 

 

感度係数 c は，出力推定値 y が，入力推定値 x の変化によってどの程度影響されるかを示す。感度係数

c は，出力推定値 y の変化分であって，それは，入力推定値 x の変化によってモデル関数 y(x)から計算可能

である。また，式(A.8)又は数値計算でも計算可能である。x の変化によって生じる出力推定値 y の変化は，

実験で求めるのがよい。 
 

A.4 標準不確かさの合成 

合成標準不確かさとは，個々の不確かさを集めて一つの量にまとめたものである。 

標準不確かさは，個々の不確かさが統計上互いに独立であるとして，式(A.9)に示すようにタイプ A 及び

タイプ B によって見積もった全ての不確かさの二乗和の平方根をとって合成する。 
 

   
n

i
i yuyu

1

2
c

＝

 ··································································· (A.9) 
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ここで， i： 個々の要因の数 
 ui(y)： それぞれの標準不確かさ 
 n： 不確かさの数 

 

注記 式(A.9)では，個々の要因のうち最大の不確かさの 1/10 未満の不確かさの要因は，二乗すると 1/100
以下の寄与となるので無視が可能である。 

上記の量を基に，さらに，詳細に不確かさを計算する場合は，合成標準不確かさ uc を式(A.9)に再度代入

する。ここで，uc は，部分的にはタイプ A 起源であるが，タイプ B の不確かさを示していると考えること

が望ましい。 
 

A.5 報告 

校正報告書及び技術データシートには，合成標準不確かさを拡張不確かさの形で，適用する信頼の水準

とともに記載する。偏差の補正係数も記載する。拡張不確かさ U は，標準不確かさ uc(y)に包含係数 k を乗

じることによって求められる。 
 

 yukU c  ········································································· (A.10) 
 

通常用いる約 95 %の信頼の水準では，k＝2 である。約 99 %の信頼の水準を用いる場合は，k＝3 とする。

ある条件下では，上記の値は適切なものとなる。詳細は，ISO/IEC Guide 98-3(GUM)を参照。もしこれらの

条件が合致しない場合は，適用する信頼の水準に見合う大きな包含係数を用いる。 
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附属書 B 
（参考） 

その他の試験 
 

B.1 概要 

この附属書は，一般的な項目又は精密な試験には適用されない，波長可変光源の性能に関する試験方法

を説明する。 
 

B.2 波長設定分解能 

B.2.1 試験系の構成 

図 B.1 に，波長分解能の試験系を示す。試験は，参照条件の下で行う。 
 

 
図 B.1－波長分解能の試験系 

 

B.2.2 試験装置 

試験装置は，次に示す。 

光波長計は，被試験光源の分解能よりも分解能が高いものを用いることが望ましい。 

B.2.3 波長分解能を決める試験手順 

試験は，次の手順で行う。 

a) 被試験光源の波長を λTLS に設定する。被試験光源の光出力は適切な値に設定する。 

b) 光波長計で測定した波長を λmeas とする。 

c) 被試験光源の波長を，λTLS に対し，長い（又は短い）波長 qdλ に設定する。ここで，dλ は，λTLS に設定

することが可能な最小の変化幅，q は，整数とする。 

d) 光波長計に被試験光源の光出力を入射する。光波長計で測定した波長を λmeas+1 とする。 

e) 被試験光源の波長を λTLS に戻した後，測定を 10 回以上（m 回）繰り返すことが望ましい。 

f) 波長分解能 dλTLS, j を，式(B.1)で算出する。 
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g) 要求される波長範囲をカバーする幾つか(j)の波長の測定を繰り返す。式(B.2)を用いて，波長設定分解

能を算出する。 
)max( ,TLSTLS jdd    ································································ (B.2) 

B.3 光パワー設定分解能 

B.3.1 試験系の構成 

図 B.2 に，光パワー分解能の試験系を示す。試験は，参照条件の下で行う。 

 

図 B.2－光パワー分解能の試験系 
 

B.3.2 試験装置 

試験装置は，次に示す。 

光パワーメータは，高分解能のものを用いる。 

B.3.3 光パワー分解能を決める試験手順 

試験は，次の手順で行う。 

a) 被試験光源の光パワーを PTLS に合わせる。被試験光源の波長は，適切な値に設定する。 

b) 光パワーメータに被試験光源の光出力を入射する。光パワーメータで測定した光パワーを Pmeas とす

る。 

c) 試験光源の出力光パワー設定 PTLS に対し，最小の設定幅 dP だけ高い（又は小さい）値に設定する。 

d) 光パワーメータで測定した光パワーを Pmeas+1 とする。 

e) 試験光源の光パワーを PTLS に戻した後，測定を 10 回以上（m 回）繰り返すことが望ましい。 

f) パワー設定分解能 dPTLS/PTLS を，式(B.3)を用いて算出する。 
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g) 要求される光パワー範囲をカバーする幾つか（j）の光パワーの測定を繰り返す。式(B.4)によって光パ

ワー設定分解能を算出する。 
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B.4 信号対自然放出光比 
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B.4.1 概要 

箇条 B.4 は，光スペクトラムアナライザで測定できる信号対自然放出光比（SSER, 例えば，60 dB）をも

つレーザの SSER の求め方を説明している。しかし，外部共振器レーザのような狭線幅レーザ光源では，

光源の純度をはるかに高く（約 90 dB）することが可能であるため，他の方法を用いることも可能である。 

B.4.2 試験系の構成 

図 B.3 に，参照条件の下で行う，信号対自然放出光比測定の試験系を示す。 
 

 

図 B.3－信号対自然放出光比測定の試験系 
 

B.4.3 試験装置 

光スペクトラムアナライザは，光出力及び自然放射光を測定するために使用する。 

B.4.4 信号対自然放出光比を求める試験手順 

試験は，次の手順で行う。 

a) 被試験光源の波長を λTLS に設定する。出力光パワーを適切な値に設定する。通常，出力光パワーは，

被試験光源の仕様書で規定する最大出力光パワーに設定する。 

b) 光スペクトラムアナライザの中心波長，波長掃引幅，及び分解能帯域幅を各々λTLS，λspan 及び λres に設

定する。通常，λspan は 100 nm 程度，λres は 1 nm 程度である。 

c) 被試験光源の光出力を光スペクトラムアナライザに入射する。出力光パワーP1（W）を測定する。λTLS 
±Δλ 内の自然放射光レベルの最大値 P2（W）を測定する。ただし，自然放出光の測定範囲として，λTLS 
±Δλexc の範囲は除外する（図 B.4 参照）。通常，Δλ は 50 nm 程度，Δλexc は 1 nm 程度である。 

d) 信号対自然放出光比 SSER は，次の式(B.5)によって算出する。 
 SSER = −10 log ௉మ×ଵ/ఒres௉భ  dB/nm ·················································· (B.5) 

ここで， SSER： 信号対自然放出光比（dB/nm） 
 P1 及び

P2： 
単位は mW 

 λres： 単位は nm 
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図 B.4－信号対自然放出光比測定 
 

注記 SSER が高いは波長可変光源では，光スペクトラムアナライザの光除去比によって測定値が制

限される場合がある。 

測定結果として信号対自然放射光比を記録する。 

B.5 サイドモード抑圧比 

B.5.1 概要 

一般にレーザ光源のサイドモード抑圧比は，IEC 61280-1-3:2021 の 8.8 に記載されるように光スペクト

ラムアナライザで測定可能である。しかし，外部共振器レーザなどの狭線幅レーザ光源の場合，メインモ

ードとサイドモードとの間隔が極めて接近しているため，光スペクトラムアナライザで両者を区別するこ

とが難しい場合がある。この箇条では，このような狭線幅レーザ光源のサイドモード抑圧比の測定方法に

ついて説明する。 

注記 ここで採用した試験手法は，相対強度雑音（RIN）に対するサイドモード抑圧比（SMSR）の影

響を測定するが，それらが同位相でないときには，サイドモードのパワーを過小評価する可能

性がある。 

B.5.2 試験系の構成 

サイドモード抑圧比の試験は，波長可変光源の試験であるが，特別な試験系が必要である。例として，

図 B.5 に，参照条件の下で行う，サイドモード抑圧比測定の試験系を示す。 

 

図 B.5－サイドモード抑圧比測定の試験系 
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B.5.3 試験装置 

試験装置は，次による。 

a) O/E（光－電気）変換器 信号光及びサイドモード光をヘテロダイン検波し，ビート信号を電気信号

に変換するために用いる。周波数帯域は，モード間隔の数倍以上広くすることが望ましい。光－電気

変換効率は，あらかじめ校正しておくことが望ましい。 

b) 電気的スペクトラムアナライザ 信号光及びサイドモード光のビート信号レベルを測定するために

用いる。 

c) 光パワーメータ 出力光パワーを測定するために用いる。 

B.5.4 サイドモード抑圧比を求める試験手順 

試験は，次の手順で行う。 

a) 被試験光源の波長を λTLS に設定する。被試験光源の出力光パワーを適切な値に設定する。 

b) 被試験光源の光出力を O/E 変換器に入射し，電気的スペクトラムアナライザに表示されたビート信号

の最大値を Pbeat, max（dBm）とする。 

c) 次に，被試験光源の光出力を光パワーメータに入射し信号光パワーを測定する。この値を P0（W）と

する。 

d) 波長 λTLS におけるサイドモード抑圧比（SMSR）を，次の式(B.6)によって算出する。 
 SMSR = 10 log ௉బ௉౩,ౣ౗౮ = 2𝑃଴ − 𝑃ୠୣୟ୲,୫ୟ୶ + 𝑅 + 10 log(8𝑅௜)beat,୫ୟ୶ − 30 ··· (B.6) 

ここで， Ps, max： サイドモード光パワーの最大値（W） 
 R： O/E 変換器の変換効率 
  𝑅dB = 20 log ோଵ ················································· (B.7) 
 Ri： 電気的スペクトラムアナライザの入力インピーダンス（Ω） 

 

サイドモード抑圧比の測定原理及び式(B.6)の導出について，次に説明する。 

被試験光源の出力スペクトルは，信号光 P0（W）と，その両側に Δω 離れて存在するサイドモード Ps（W）

とから構成されていると仮定する（図 B.6 参照）。 

 

図 B.6－波長可変光源の光スペクトル 
 

この光信号を図 B.7 で示す測定系に入力したとき，O/E 変換器の出力電流 iE（A）は，次の式(B.8)で算出

される。 
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  tPPPPRiE  cos42 s0s0  ················································· (B.8) 

ここで， R： O/E 変換器の変換効率（A/W） 
 

信号光及びサイドモード光から発生したビート電流を ib（A）とすると，式(B.8)から， 
 

 tPPRi  cos4 s0b  ······························································ (B.9) 

 

電気的スペクトラムアナライザで測定されるビート信号電力 Pb（W）は，次の式(B.10)によって算出さ

れる。 
2

s0b 8 RPPRP i  ······································································· (B.10) 
ここで， Ri： 電気的スペクトラムアナライザの入力インピーダンス（Ω） 

 

 

図 B.7－サイドモード抑圧比の測定系 
 

式(B.10)から，サイドモード抑圧比（SMSR）は，式(B.11)によって算出する。 
 SMSR = ௉బ௉ೞ = 8𝑅௜𝑅ଶ ௉బమ௉್  ····························································· (B.11) 

 

dB 値の場合は，SMSR を次の式(B.12)によって算出する。 SMSRdB = 10 log ቆ8𝑅୧𝑅ଶ 𝑃଴ଶ𝑃ୠ ቇ = 2𝑃଴,dBm − 𝑃ୠ,dBm + 𝑅dB + 10 log(8𝑅୧) − 30 ·································· (B.12) 

 

ここで， 

3
0

dBm,0 10
log10




PP  

𝑃ୠ,dBm = 10 log 𝑃ୠ10ିଷ 

𝑅dB = 20 log 𝑅1 

 

注記 ここで適用する試験手順は，外部共振器レーザにだけ有効である。 
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附属書 C 
（参考） 

不確かさの線形－dB スケール変換 
 

C.1 デシベルの定義 

デシベル(decibels)はベルの分量である（1 dB = 0.1 B）。パワーレベルの値を対数目盛で表すのに用いる

単位である。パワーレベルは常に参照パワーP0 を基準とした相対値で表す: 𝐿௉/௉_଴ = 10 × logଵ଴ ቀ ௉௉బቁ (dB) ····················································· (C.1) 

ここで，P と P0 とは，同じ線形の単位で表す。 

C.2 相対不確かさの変換 

上記の定義と同様に，相対不確かさ Ulin 及び相対偏差も次のようにデシベルで表すことが可能である。 𝑈dB = 10 × logଵ଴(1 + 𝑈lin) ························································· (C.2) 

逆に，Ulin は%で表すことが可能である。 𝑈% = ൤10ቀೆౚాభబ ቁ − 1൨ × 100 (%) ···················································· (C.3) 

Ulin の小さい値に対しては，該当するテイラー級数の第 1 項を用いることが可能である。 ln(1 + 𝑥) = ∑ ିଵ೙శభ௡ஶ௡ୀଵ 𝑥௡ 及び logଵ଴(𝑥) = ୪୬(௫)୪୬(ଵ଴) ························· (C.4) 

すなわち， 𝑈ୢ୆ = ଵ଴୪୬ (ଵ଴) ∑ ିଵ೙శభ௡ஶ௡ୀଵ 𝑈୪୧୬௡ ≈ ଵ଴୪୬ (ଵ଴) 𝑈୪୧୬ ········································ (C.5) 

となり，二つの有用な表現 𝑈ୢ୆ ≈ 4.34 × 𝑈୪୧୬ ⇔  𝑈୪୧୬ ≈ 0.23 × 𝑈ୢ୆ ··································· (C.5) 

が得られる。 
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附属書 JA 
（規定） 

不確かさと確度との関係 

JA.1概要 

この規格の対応国際規格をはじめとして，光測定器の校正方法の規格は，測定器の校正を通じて“偏差

（偏り）”を決定し，精度は，全て“不確かさ”で表記し，その数学的根拠を附属書で簡潔に記載する構成

となっている。一方，これまで国内独自に制定した光測定器の試験方法の規格は，測定器の精度を“偏り”

及び“不確かさ”のいずれの概念も包含する“確度”で表記してきた。近年の産業のグローバル化の流れ

を考慮すれば，将来的には国内においても“不確かさ”表記に移行していくと考えられるが，これまでの

“確度”表記から“不確かさ”表記への移行をスムーズにするため，校正結果として得られた“不確かさ”

の値から“確度”を評価する方法を示す。 

JA.2確度の算出方法 

被試験光源の測定確度は，波長確度及び光パワー確度について評価する。評価方法は，まず 5.2 及び 6.2
の参照条件における校正を実施して偏差 D 及び不確かさ uref を求め，次に 5.3 及び 6.3 の動作条件における

校正を実施して不確かさ uopを求める。動作誤差の限界を式(JA.1)によって求め，被試験光源の確度とする。 
 

2
op

tl

tu ukD 







 ··································································· (JA.1) 

ここで， εtu： 動作誤差の上限 
 εtl： 動作誤差の下限 
 D： 被試験器の偏差（標準試験条件において求めたもの） 
 uop： 動作条件における不確かさ 
 k： 包含係数 

 

ここで，偏差補正ができる場合は，式(JA.1)の第 1 項 D を除いてもよい。また，式(JA.1)の第 2 項におけ

る係数 k は，包含係数を表し，k＝2 の場合，信頼の水準約 95 %に相当する。 

JA.3製品群としての確度（参考） 

偏差 D は，被試験光源ごとに固有の値をもつが，同一仕様の複数の被試験光源に対して D を評価すれ

ば，その値はある統計分布に従う確率変数とみなすことが可能である。したがって，その統計分布を知る

ことができれば，D を被試験光源ごとのばらつきと捉え，その不確かさの寄与を評価することが可能とな

り，これを被試験光源が属する製品群の仕様値としての確度の算出に用いることが可能である。例えば，

被試験光源の確度が式(JA.1)で与えられており，被試験光源が属する製品群における D の分布の標準偏差

が σD である場合，製品群としての確度は式(JA.2)によって算出する。 
 

2
op

2
D

tl

tu uk 








 ····························································· (JA.2) 
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さらに，D が一様分布に従い，かつ，その上限 Du 及び下限 Dl が既知である場合，製品群としての確度

は，式(JA.3)によって算出する。 

  2
op

2
lu

tl

tu

3
)||,||max(

u
DD

k 









 ············································ (JA.3) 

 

ただし，測定する被試験光源の台数が少ない場合は，式(JA.3)では過小評価になることがあるので，被試

験光源ごとの偏差のばらつきが，他の不確かさ要因と比べて支配的な場合は，十分に注意することが望ま

しい。 
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附属書 JB 
（規定） 
強度試験 

JB.1 概要 

機械的な振動及び衝撃を与えて，被試験光源の損傷の有無の確認，並びに 5.2 及び 6.2 の校正を実施す

る。波長偏差 Dλ_ j 及び光パワー偏差 DP_ j の，強度試験前後の変化が，それぞれの拡張不確かさ Uλ_ j,ref 及び

UP_ j,ref 以内かどうかで合否判断することが望ましい。 

被試験光源が，機械的にぜい（脆）弱な構造となっていて，強度試験によって回復不可能となるおそれ

がある場合には，この試験を省いてもよい。また，被試験光源が製品規格によって他の規格又は他の試験

の厳しさを規定している場合は，それに従う。 

なお，強度試験は，被試験光源を包装していない状態で行う。 

JB.2 振動試験 

試験は，JIS C 60068-2-6 に従って実施する。 

なお，試験の厳しさは，次による［JIS C 60068-2-6 の表 C.2（掃引耐久試験－高い折れ点振動数の例）

を適用する。］。 

a) 振動数範囲：10 Hz～55 Hz 

b) 振幅（片振幅）：0.15 mm 

c) 各軸方向の掃引サイクル数：10 

JB.3 落下試験 

試験は，JIS C 60068-2-31 の 5.1.3.1（面落下）又は JIS C 60068-2-31 の 5.1.3.2（角落下）に従って実施す

る。試験の厳しさは，次のいずれかによる。 

a) 面落下：25 mm 又は 30°の厳しさの小さい方 

b) 角落下：25 mm 又は 30°の厳しさの小さい方 
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附属書 JC 
（参考） 

JIS と対応国際規格との対比表 
 

JIS C 6191 IEC 62522:2024，（MOD） 
 

a) JIS の箇

条番号 
b) 対応国際

規格の対

応する箇

条番号 

c) 箇条ご

との評

価 

d) JIS と対応国際規格との技術的差異の

内容及び理由 
e) JIS と対応国際規格

との技術的差異に対

する今後の対策 

3 3 追加 使用者に必要な用語，定義及び略語に，JIS 
C 1002，JIS Z 8103 及び JIS Z 8120 を追加

した。 

対応国際規格の見直し時

に提案を行う。 

附属書 JA 
（規定） 

－ 追加 “不確かさ”表記への移行をスムーズにす

るために，不確かさと確度との関係を規定

した。 

対応国際規格の見直し時

に提案を行う。 

附属書 JB 
（規定） 

－ 追加 使用者に必要な試験として，強度試験の手

順を追加した。 
対応国際規格の見直し時

に提案を行う。 
注記 1 箇条ごとの評価欄の用語の意味を，次に示す。 

－ 追加 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
注記 2 JIS と対応国際規格との対応の程度の全体評価の記号の意味を，次に示す。 

－ MOD：対応国際規格を修正している。 

 
 




